
富山市体育文化センター省エネルギー化改修事業業務委託プロポーザル 

に関する質問への回答について 

 

 項  目 内  容 回  答 

１ 

【提案書】 

 

ＥＳＣＯ事業に類する実績

について 

『実施要項』3 ページ 

「6 応募条件」 

6.3（６） 

 

ＥＳＣＯ事業に類する実績として、受託サ

ービス（※）を含めてもよいか。 

※ＥＳＣＯ事業と同様に、設備を設置・所

有し、維持管理を行うサービスで省エネル

ギー効果保証を実施しない点でＥＳＣＯ事

業と異なる。 

ＥＳＣＯ事業に類するとは、 

①エネルギー効率の改善 

②市の財政負担の軽減・平準化 

を目的としていることから、これに類する事業実績について記載するものと

します。 

２ 

【実施要項】 

 

現場調査後の質疑について 

『実施要項』6 ページ 

「8 ＥＳＣＯ事業全体

スケジュール」 

8.1 6 

 

現場調査を実施した後に質疑が生じる可能

性が考えられますが、提案書提出までの期

間に追加質疑を行うことは可能か。 
現地調査によって生じた質問に限り、受け付けるものとしますが、その質

疑応答については、市ホームページで公表することとします。 

 

【実施要項】 

 

施工時における施設の休館

等の対応について 

『実施要項』11 ページ 

「13 詳細設計及び施工

に関する事項」 

13.2（1） 

 

施工時は、安全を考慮する上で休館または

使用制限を実施することは可能か。 

現場での施工期間を約２ヶ月程度見込んでおり、施設の休館を想定してい

ますが、施工前に施設管理者と協議を行っていただくこととします。 

また、施工にあたり、施工計画を策定し、市の承諾を受けるものとしてお

ります。 

 


